
表 （ Ｒ Ｓ ） e ２ e ブ ロ モ e Ｎ e （ α α e ジ メ チ ル ベ ン ジ ル ） e ３ ３ e ジ メ チ ル ブ チ ル ア ミ ド （ 別

名 ブ ロ モ ブ チ ド ） の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

（２Ｒ，３ａＲ，５ａＲ，５ｂＳ，９Ｓ，13Ｓ，14Ｒ，16ａＳ，16ｂＲ）̀
２`（６`デオキシ`３`Ｏ`エチル`２，４`ジ`Ｏ`メチル`α`
Ｌ`マノピラノシロキシ）`13 ［̀（２Ｒ，５Ｓ，６Ｒ）`５`（ジメチ
ルアミノ）テトラヒドロ`６`メチルピラン`２`イロキシ］`９`エ
チル`２，３，３ａ，４，５，５ａ，５ｂ，６，９，10，11，12，13，
14，16ａ，16ｂ`ヘキサデカヒドロ`14`メチル`１Ｈ`ａｓ`インダ
セノ［３，２`ｄ］オキサシクロドデシン`７，15`ジオン（別名スピ
ネトラム`Ｊ）及び（２Ｒ，３ａＲ，５ａＳ，５ｂＳ，９Ｓ，13Ｓ，14
Ｒ，16ａＳ，16ｂＳ）`２ （̀６`デオキシ`３`Ｏ`エチル`２，４`
ジ`Ｏ`メチル`α`Ｌ`マノピラノシロキシ）`13 ［̀（２Ｒ，５Ｓ，
６Ｒ）`５ （̀ジメチルアミノ）テトラヒドロ`６`メチルピラン`２`
イロキシ］`９`エチル`２，３，３ａ，５ａ，５ｂ，６，９，10，11，
12，13，14，16ａ，16ｂ`テトラデカヒドロ`４，14`ジメチル`１Ｈ`
ａｓ`インダセノ［３，２`ｄ］オキサシクロドデシン`７，15`ジオ
ン（別名スピネトラム`Ｌ）の混合物（別名スピネトラム）

310Æ／U

１`（２`クロロ`６`プロピルイミダゾ［１，２`ｂ］ピリダジン`
３`イルスルホニル）`３`（４，６`ジメトキシピリミジン`２`イ
ル）尿素（別名プロピリスルフロン）

11Æ／U

Ｏ`３`tert`ブチルフェニル＝６`メトキシ`２`ピリジル（メチル）
チオカルバマート（別名ピリブチカルブ）

10Æ／U

１，２，５，６`テトラヒドロピロロ［３，２，１`ｉｊ］キノリン`
４`オン（別名ピロキロン）

3¶300Æ／U

α，α，α`トリフルオロ`３'`イソプロポキシ`ｏ`トルアニリド
（別名フルトラニル）

310Æ／U

（Ｅ）`２`メトキシイミノ`Ｎ`メチル`２`（２`フェノキシフェ
ニル）アセトアミド（別名メトミノストロビン）

480Æ／l

３'`イソプロポキシ`ｏ`トルアニリド（別名メプロニル） 420Æ／U
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住所 東京都中野区大和町２丁目41番12号
ã艶 昭和43年３月20日生
住所 京都府亀岡市篠町広田２丁目19番19号
王玲 昭和56年７月８日生
住所 福岡市博多区金の隈１丁目32番10`603号
宋雪玲 昭和58年６月５日生
住所 横浜市南区八幡町11番地
李‚ 昭和49年２月８日生
李寧 昭和54年６月６日生
住所 神戸市中央区小野柄通３丁目１番10`1003

号
葉楽明 昭和54年４月22日生
住所 東京都八王子市暁町３丁目22番39号
金明実 昭和51年12月22日生
黄卓如 平成９年１月17日生
住所 東京都中野区上鷺宮５丁目８番３`303号
王紅美 昭和60年７月30日生
住所 東京都文京区根津２丁目１番16`1403号
陳鵬 昭和51年４月17日生
住所 埼玉県K田市大字馬込1635番地３
ã詩雨 昭和54年８月25日生
住所 千葉市美浜区幸町２丁目11番18`110号
楊学瓊 昭和50年９月17日生
住所 大阪府枚方市牧野北町６番４`310号
羅莉 昭和45年５月31日生
張鐘輝 平成７年３月８日生
住所 大阪市中央区高津１丁目３番17`1702号
程禹 昭和53年12月４日生
住所 堺市北区新金岡町１丁７番12`209号
朴順玉 昭和51年３月８日生
住所 大阪市淀川区西宮原２丁目７番18`1107号
楊洋 昭和52年９月19日生
住所 大阪府東大阪市南荘町12番31`208号
李蜜 昭和58年２月７日生
住所 福岡市博多区Ì珂２丁目21番７`403号
孫傑 昭和52年10月18日生
住所 東京都杉並区堀ノ内１丁目８番１号
張暁謙 昭和51年３月17日生
住所 栃木県大田原市黒羽田町89番地９
高傑 昭和37年１月31日生
住所 茨城県水戸市元吉田町1839番地10

李慧英 昭和45年８月17日生
住所 宮崎県都城市平江町18街区10号
ベリンダ・アンヘル・モトボウ 昭和34年３月
10日生

〇 外 務 省 告 示 第 二 百 八 十 七 号

タ イ 王 国 政 府 は 、 包 括 的 な 経 済 上 の 連 携 に 関 す

る 日 本 国 及 び 東 南 ア ジ ア 諸 国 連 合 構 成 国 の 間 の 協

定 に つ い て 、 同 協 定 の 効 力 発 生 に 必 要 な 自 国 の 国

内 手 続 が 完 了 し た 旨 の 通 告 を 、 平 成 二 十 一 年 四 月

三 十 日 に 我 が 国 及 び 各 東 南 ア ジ ア 諸 国 連 合 構 成 国

に 対 し て 行 っ た 。 よ っ て 、 同 協 定 は 、 そ の 第 七 十

九 条 の 規 定 に 従 い 、 平 成 二 十 一 年 六 月 一 日 に 、 我

が 国 、 シ ン ガ ポ ー ル 共 和 国 、 ラ オ ス 人 民 民 主 共 和

国 、 ベ ト ナ ム 社 会 主 義 共 和 国 、 ミ ャ ン マ ー 連 邦 、

ブ ル ネ イ ・ ダ ル サ ラ ー ム 国 及 び マ レ ー シ ア に 加 え

て 、 タ イ 王 国 に つ い て も 効 力 を 生 ず る 。

平 成 二 十 一 年 五 月 十 八 日
外 務 大 臣 中 曽 根 弘 文

〇 外 務 省 告 示 第 二 百 八 十 八 号

平 成 二 十 一 年 四 月 二 十 九 日 に モ ロ ニ で 、 食 糧 援

助 に 関 す る 次 の 概 要 の 書 簡 の 交 換 が コ モ ロ 連 合 政

府 と の 間 に 行 わ れ た 。

１ 援 助 の 目 的 及 び 内 容 千 九 百 九 十 九 年 の 食 糧

援 助 規 約 に 関 連 し て 行 わ れ る 食 糧 援 助 の た め の

生 産 物 及 び 役 務 の 購 入

２ 贈 与 額 四 億 七 千 万 円

３ 贈 与 の 供 与 期 限 平 成 二 十 二 年 四 月 三 十 日 ま

で
４ 署 名 者

日 本 側 川 口 哲 郎 在 コ モ ロ 大 使

コ モ ロ 側 ア メ ッ ド ・ ベ ン ・ サ イ ド ・ ジ ャ

フ ァ ー 外 務 ・ 協 力 大 臣

平 成 二 十 一 年 五 月 十 八 日
外 務 大 臣 中 曽 根 弘 文

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 五 百 四 十 四 号

建 設 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 四 年 建 設 省 令 第 十

四 号 ） 第 十 八 条 の 三 の 二 の 規 定 に よ り 、 次 の 機 関

の 行 う 講 習 を 登 録 基 幹 技 能 者 講 習 と し て 登 録 し た

の で 、 同 規 則 第 十 八 条 の 三 の 十 六 第 一 号 の 規 定 に

よ り 、 公 示 す る 。

平 成 二 十 一 年 五 月 十 八 日

国 土 交 通 大 臣 金 子 一 義

^ 登 録 年 月 日 平 成 二 十 一 年 四 月 二 十 八 日

_ 登 録 番 号 2
2

` 氏 名 又 は 名 称 日 本 外 壁 仕 上 業 協 同 組 合 連 合

会
a 住 所 東 京 都 渋 谷 区 代 々 木 二 丁 目 五 番 一 号

b 法 人 で あ る 場 合 の 代 表 者 の 氏 名 伊 集 院 均

c 講 習 事 務 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地 東 京 都 渋 谷

区 代 々 木 二 丁 目 五 番 一 号

d 登 録 基 幹 技 能 者 講 習 の 種 目 登 録 外 壁 仕 上 基

幹 技 能 者

^ 登 録 年 月 日 平 成 二 十 一 年 四 月 二 十 八 日

_ 登 録 番 号 2
3

` 氏 名 又 は 名 称

社 団 法 人 日 本 空 調 衛 生 工 事 業 協 会

一 般 社 団 法 人 全 国 ダ ク ト 工 業 団 体 連 合 会

a 住 所
東 京 都 中 央 区 新 富 二 丁 目 八 番 一 号

東 京 都 豊 島 区 巣 鴨 三 丁 目 三 番 一 号 Ｙ m Ｙ ビ ル

２ 階

b 法 人 で あ る 場 合 の 代 表 者 の 氏 名

石 田 栄 一

須 長 義 明

c 講 習 事 務 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地

東 京 都 豊 島 区 巣 鴨 三 丁 目 三 番 一 号 Ｙ m Ｙ ビ ル

２ 階 （ 一 般 社 団 法 人 全 国 ダ ク ト 工 業 団 体 連 合 会

内 ）

d 登 録 基 幹 技 能 者 講 習 の 種 目 登 録 ダ ク ト 基 幹

技 能 者

〇 環 境 省 告 示 第 二 十 二 号

昭 和 四 十 六 年 三 月 農 林 省 告 示 第 三 百 四 十 六 号 （ 農 薬 取 締 法 第 三 条 第 一 項 第 四 号 か ら 第 七 号 ま で に 掲

げ る 場 合 に 該 当 す る か ど う か の 基 準 ） 第 三 号 の 規 定 に 基 づ き 、 水 産 動 植 物 の 被 害 防 止 に 係 る 農 薬 登 録

保 留 基 準 （ 平 成 十 八 年 十 二 月 環 境 省 告 示 第 百 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 適

用 す る 。
平 成 二 十 一 年 五 月 十 八 日 環 境 大 臣 斉 藤 鉄 夫

š
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